
まちづくり基本方針

兵庫の将来像と基本戦略

まちづくり基本方針

兵庫県建築物安全安心推進計画

確認検査業務の適正化・円滑化、建築規制の
実効性確保等建築物の安全性確保を図るた
めの計画

住生活基本計画

住生活基本法に基づき定められる、本格的な
人口・世帯減少社会における住宅政策の総合
的な指針

ひょうご花緑総合プラン

花と緑の取り組みの方向性を示す総合的な計画

福祉のまちづくり基本方針

県、市町、県民及び事業者がそれぞれの責務を
自覚し一体となって福祉のまちづくりを推進
するための指針

広域都市計画基本方針

兵庫県国土利用基本計画
県土利用に関する基本事項を定め、県下市町
の県土利用計画の基本となるほか、各種行政
計画の県土利用に関する指針

21 世紀兵庫長期ビジョン

まちづくり基本方針は、21 世紀兵庫長期ビジョンのまちづくり分野における基本的な方針であ
り、この方針を踏まえた県の様々なまちづくりに関する方針や計画とも調整を図り、住民、事
業者、市町及び県によるまちづくりの方向性や取組を明らかにするものである。

地域景観マスタープラン
地域景観づくりに係る全ての主体が、地域景
観形成の目標や整備のあり方など、地域全体
を包括する景観形成の方向性を共有するため
の計画

ひょうご交通 10 か年計画
公共交通施策体系の理念を整理するととも
に、県下各地域での事業推進の考え方や地域
の公共交通推進施策の方向をまとめた計画

県のまちづくりに関する主な方針や計画

まちづくりの方向性や取組

まちづくり分野の基本的な方針

長期的視点に立った都市づくりの目標を明
確化し、土地利用、社会資本整備、地域開発
を総合的かつ計画的に推進することを目的
とする計画

〔土地利用〕 〔住宅政策〕

〔都市計画〕 〔景観行政〕

〔建築行政〕〔バリアフリー〕

〔花緑施策〕〔公共交通〕

まちづくり基本方針の位置づけ
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住民・事業者・市町・県による具体のまちづくり


